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救急医療対策事業実施要綱の一部改正について 

 

 

 

救急医療対策の整備事業については、昭和 52 年７月６日医発第 692 号厚生省医務

局長通知「救急医療対策の整備事業について」により行われているところであるが、

今般、同通知の別添「救急医療対策事業実施要綱」の一部を別紙新旧対照表のとおり

改正し、令和８年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。 

 


